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徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
市
万
代
町
二
丁
目
五
番
地
一

徳
島
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

装
備
管
理
室

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

Ｎ
Ｔ
Ｔ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社
四
国
支
店

愛
媛
県
松
山
市
二
番
町
三
丁
目
六
番
地

五

落
札
金
額

五
十
五
万
二
千
九
十
円
（
月
額
）

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
八
月
十
九
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
元
年
十
一
月
六
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ア
ル
フ
レ
ッ
サ
篠
原
化
学
株
式
会
社
徳
島
支
店

徳
島
市
川
内
町
平
石
夷
野
二
二
四
番
地
二
九

五

落
札
金
額

三
千
四
百
九
十
八
万
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
元
年
九
月
十
七
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

美
馬
歯
科
医
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
馬
出

美
馬

敏
彦

令
和
元
年
八
月

六
〇
―
七

二
十
六
日

訪
問
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
て
と
て

徳
島
市
通
町
一
丁
目
六

社
会
福
祉
法
人
平
成
記

同

九
月

と
徳
島

念
会

六
日

阿
南
い
し
ば
し
医
院

阿
南
市
西
路
見
町
元
村
二
八
―

石
橋

直
子

同

十
月

一

一
日

阿
南
ド
レ
ミ
調
剤
薬
局

同

ド
レ
ミ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

同

有
限
会
社

あ
い
ざ
と
訪
問
看
護
ス
テ
ー

板
野
郡
上
板
町
佐
藤
塚
字
東
二

社
会
医
療
法
人
あ
い
ざ

同

シ
ョ
ン

八
八
―
三

と
会

山
城
公
園
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ

徳
島
市
山
城
西
三
丁
目
二
六

國
見

幸
太
郎

同

ニ
ッ
ク

十
五
日

天
山
歯
科
医
院

板
野
郡
上
板
町
七
條
字
西
栗
ノ

加
藤

高
英

同

木
一
三
―
三

二
十
九
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

美
馬
歯
科
医
院

美
馬
郡
つ
る
ぎ
町
貞
光
字
馬
出
六

美
馬

良
一
郎

令
和
元
年
八
月

〇
―
七

二
十
一
日

吉
積
歯
科
医
院

名
西
郡
石
井
町
石
井
二
〇
三
―
三

吉
積

昭
旨

同

九
月

八
日

ト
マ
ト
調
剤
薬
局
宝
田
店

阿
南
市
宝
田
町
川
原
六
―
四

株
式
会
社
徳
島
共
和

同

薬
品

三
十
日



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

主
た
る
事
務
所
の

指

定

に

係
る

指

定

に

係

る

事
業
の
種
類

指
定
年
月
日

所

在

地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

医
療
法
人
す
み
れ
会

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉
芝

羽
ノ
浦
整
形
外
科
内
科
病

阿
南
市
羽
ノ
浦
町
宮
倉

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

令
和
元
年
八
月

生
四
〇
―
一
一

院

芝
生
四
〇
―
一
一

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

三
日

ョ
ン

一
般
社
団
法
人
と
く
し
ま

徳
島
市
北
前
川
町
四
丁
目

く
る
み
薬
局

同

津
乃
峰
町
新
浜

居
宅
療
養
管
理
指
導

同

十
月

健
康
サ
ポ
ー
ト

一
一
―
二

一
九
―
九
九

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

一
日

同

同

よ
つ
ば
薬
局

板
野
郡
北
島
町
中
村
字

同

同

上
地
三
〇
―
二



徳
島
県
告
示
第
五
百
四
十
号

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住

所

所

在

面

積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

大
守

良
隆

小
松
島
市
坂
野
町
字
中

小
松
島
市
間
新
田
町
字

五
、
二
三
三
・
〇
〇

道
一
三
番
地
一

ヤ
ケ
木
二
二
五
番
一
ほ

か
六
筆

勝
瀬

健
二

同

立
江
町
字
青

同

立
江
町
字
赤

一
、
四
六
四
・
〇
〇

森
二
五
番
地

石
七
一
番

長
濱

希

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

阿
波
市
土
成
町
吉
田
字

七
七
三
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
三

原
田
市
の
四
の
六
番
一

番
地
五

妹
尾

佳
秀

同

市
場
町
香
美
字

同

市
場
町
大
俣
字

一
、
一
〇
八
・
〇
〇

住
吉
本
二
番
地
一

八
幡
一
九
二
番

長
濱

道
夫

同

土
成
町
吉
田
字

同

土
成
町
吉
田
字

三
、
四
二
六
・
〇
〇

一
本
松
の
二
の
一
二
四

一
本
松
の
一
の
五
四
番

番
地

二
ほ
か
三
筆

山
添

茂
芳

同

市
場
町
大
俣
字

同

阿
波
町
早
田
三

一
、
八
八
二
・
〇
〇

行
峯
二
九
八
番
地
一

〇
六
番
一
ほ
か
一
筆

江
西

慎
太
郎

徳
島
市
北
島
田
町
一
丁

名
西
郡
石
井
町
高
川
原

二
、
三
〇
八
・
〇
〇

目
一
三
三
番
地
三
ロ
フ

字
高
川
原
二
四
三
番
一

ト
ハ
ウ
ス
二
〇
四
号
室

ほ
か
四
筆

同

同

同

九
二
五
・
〇
〇

三
六
七
番
一

市
原

秀
一

名
西
郡
石
井
町
高
原
字

同

二
、
二
五
二
・
〇
〇

平
島
二
六
二
番
地
二

字
南
島
六
七
七
番
一
ほ

か
二
筆

四
宮

慎
一
郎

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

板
野
郡
上
板
町
西
分
字

一
、
八
〇
四
・
〇
〇

東
ツ
メ
ノ
一
五
番
地
三

原
渕
九
番
三

同

同

同

三
、
八
〇
二
・
一
六

九
番
四
ほ
か
三
筆

今
津

祐
一

名
西
郡
神
山
町
鬼
籠
野

名
西
郡
神
山
町
神
領
字

八
九
六
・
〇
〇

字
阿
保
坂
四
九
番
地

西
野
間
九
二
番



二

認
可
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

上
勝
町
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
藍
住
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る

公
営
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

施

設

の

名

称

所

在

地

多
目
的
集
会
施
設

高
鉾
公
民
館

勝
浦
郡
上
勝
町
大
字
正
木
字
中
津
六
六
番
地

藍
住
町
総
合
文
化
ホ
ー
ル

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
三
二
番
地
一



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

藍
住
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
公
職
の
候
補
者
等
が
個
人
演
説
会
等
に
使
用
で
き
る
公
営
施
設
と
し
て
指
定
し
て
い

た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

令
和
元
年
十
一
月
二
十
六
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

芝

山

日

出

髙

施

設

の

名

称

所

在

地

藍
住
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
三
二
番
地
一

藍
住
町
民
会
館

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
三
二
番
地
一

藍
住
町
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
内
町
民
シ

板
野
郡
藍
住
町
奥
野
字
矢
上
前
五
二
番
地
一

ア
タ
ー


